
○ 野生鳥獣による農作物被害金額は、近年減少傾向にあるものの、令和３年度の被害額は17.6億円となって
おり、依然として大きな被害が出ている状況。鳥獣被害は、農作物被害のほか、営農意欲の減退による荒廃
農地の増加等の一因となっている。

○ 鳥獣被害対策としては、「鳥獣被害防止特措法（平成19年制定）」に基づく被害防止計画の策定や、野生
鳥獣の生息数の半減目標（期間：平成25（2013）年～令和10（2028）年）の達成に向け、鳥獣被害防止総合
対策交付金により、鳥獣被害対策実施隊の結成等を重点的に推進している。

（２）鳥獣被害防止対策とジビエ利活用の推進

被害防止計画及び鳥獣被害対策実施隊の状況（令和４（2022）年４月末）

資料：農林水産省農村振興局調べ
注： 設置率は、被害防止計画作成市町村のうち鳥獣被害対策実施隊を設

置している市町村の占める割合を示す。

【鳥獣被害対策実施隊の活動状況】

中国四国地域における獣種別鳥獣被害金額・面積の推移（農作物）
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資料：農林水産省農村振興局調べ

作成市町村数 作成率 設置市町村数 設置率

全　　国 1,741 1,513 87% 1,234 82%

中国四国 202 196 97% 177 90%

鳥 取 県 19 19 100% 15 79%

島 根 県 19 17 89% 11 65%

岡 山 県 27 26 96% 25 96%

広 島 県 23 23 100% 21 91%

山 口 県 19 19 100% 18 95%

徳 島 県 24 23 96% 20 87%

香 川 県 17 16 94% 15 94%

愛 媛 県 20 19 95% 19 100%

高 知 県 34 34 100% 33 97%

全市町村数
被害防止計画 鳥獣被害対策実施隊



○ 捕獲頭数は増加傾向にあるものの、捕獲された頭数の１割程度しかジビエに利用されていない状況。この
ため、地域資源として有効利用する観点から、ジビエ利用を推進している。

○ ジビエ利用量は中国四国管内で294ｔ（令和３年度）とおおむね増加傾向にあり、特に近年、ペットフー
ドの利用が増加傾向にあるが、捕獲された鳥獣の多用途も含めた利用率向上や消費拡大等の取組により、さ
らにジビエ利用の拡大を図る必要がある。

〇 令和４年２月１日、農政局において「ジビエ連携フォーラム」を開催し、多用途利用の普及拡大、事業
者・関係者の相互連携のための、専門家による講演と参加者との意見交換を実施した。

〇 令和４年２月28日～３月１日、農政局のある岡山第２合同庁舎の食堂において、ジビエの消費拡大に向け、
ジビエの魅力（安全・安心。低カロリー・高タンパク質）を発信するためのジビエメニューを提供した。

資料：農林水産省野生鳥獣資源利用実態調査
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ジビエ利用量の推移
中国四国
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（３）日本型直接支払制度の推進
① 多面的機能支払制度の推進

〇 管内における令和４（2022）年度の多面的機能支払制度の取組面積（農地維持支払）は145,839ha
で、前年に比べ774ha増加している。

〇 平成30（2018）年度以降の取組の推移を見ると、本事業の二期対策開始時の令和元（2019）年度
には、高齢化による役員不足や事務負担を理由に減少したものの、その後は取組面積は増加してい
る。

〇 また、活動組織数は4,054組織で、そのうち広域活動組織数は115組織となっており、組織の広域化
が進められている。
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注： 多面的機能支払は、平成19（2007）年度に農地・水・環境保全向上対策として開始。

多面的機能支払（農地維持支払）取組面積の推移（中国四国） 多面的機能支払（農地維持支払）活動組織数の比較（中国四国）

うち広域活
動組織数

うち広域活
動組織数

うち広域活
動組織数

中国四国 4,121 118 4,054 115 △ 67 -3

中     国 2,855 91 2,809 93 △ 46 2

鳥 取 県 621 21 623 21 2 0

島 根 県 613 31 614 31 1 0

岡 山 県 529 10 501 10 △ 28 0

広 島 県 782 12 767 14 △ 15 2

山 口 県 310 17 304 17 △ 6 0

四   　国 1,266 27 1,245 22 △ 21 -5

徳 島 県 163 18 163 18 0 0

香 川 県 321 3 318 3 △ 3 0

愛 媛 県 446 5 432 0 △ 14 -5

高 知 県 336 1 332 1 △ 4 0

活動組織数 活動組織数

令和3(2021)年度
（実績）

令和4(2022)年度
（実績） 令和3(2021)年度から令

和4(2022)年度の増減

資料：農林水産省農村振興局調べ 資料：農林水産省農村振興局調べ

（単位：ha）

平成30年度
（2018）実績

令和元年度
（2019）実績

令和２年度
（2020）実績

令和３年度
（2021）実績

令和４年度
（2022）実績

全　 国 2,292,522 2,274,027 2,290,820 2,311,040 2,318,259

中国四国 145,785 141,619 142,483 145,065 145,839

中　   国 95,186 93,099 93,835 95,346 96,416

鳥 取 県 16,394 16,070 16,070 16,262 16,324

島 根 県 22,776 22,624 22,608 22,826 22,936

岡 山 県 15,671 15,903 16,500 17,182 18,071

広 島 県 19,222 18,440 18,568 18,854 18,979

山 口 県 21,123 20,061 20,088 20,221 20,106

四     国 50,599 48,520 48,648 49,719 49,423

徳 島 県 10,717 10,341 10,312 10,338 10,319

香 川 県 13,844 13,362 13,365 13,965 14,187

愛 媛 県 16,440 15,514 15,292 15,661 15,200

高 知 県 9,597 9,302 9,680 9,755 9,717



○ 本制度に「取組あり」の集落は、「取組なし」の集落に比べ、集落内の寄り合い回数や地域活性
化のための活動数が多いことから、農村コミュニティ内外の交流・連携等が進展している。

○ 農村地域の高齢化や人口減少等に伴う、地域の共同活動等の脆弱化による持続的な多面的機能の
発揮に支障を来さないよう、また、水路等の維持管理負担の軽減による担い手への規模拡大等を後
押するためにも、本制度の取組面積の維持・拡大が不可欠である。

多面的機能支払の活動組織の広域化や合併を進め、活動を継続できる体制を構築するとともに、農
村協同力の醸成を下支えすることで、農村コミュニティの活性化を推進する。

84%
70%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

多面取組あり 多面取組なし

環境美化・自然環境の保全

83%
71%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

多面取組あり 多面取組なし

農業集落行事（祭り・イベントなど）の実

施

54%
40%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

多面取組あり 多面取組なし

農業集落内の福祉・厚生

9% 6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

多面取組あり 多面取組なし

その他（定住推進、グリーン・ツーリズ

ム、６次産業化、再生可能エネルギーへ

の取組）

資料：農林水産省「農林業センサス」を基に作成
比較条件；多面取組あり（①+②）

①多面的機能支払の対象組織と中山間地域等
直接支払の協定の両方あり

②多面的機能支払の対象組織のみあり

多面取組なし（③+④）
③中山間地域等直接支払の協定のみあり
④多面的機能支払の対象組織と中山間地域等
直接支払の協定の両方なし

令和３（2021）年活性化のための活動をしている地域集落の割合（中国四国）
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○ 中国四国局管内の取組面積は、平成28（2016）年度以降増加傾向にあったが、第５期対策初年度の令和２
(2020）年に大きく減少したものの、再び増加傾向にあり、令和４年度に約578ha増加した。

○ 中国地域は協定農用地の９割超を田が占め、集落協定の取組を通じて集落営農等の組織化に寄与した。
四国地域は畑の割合が高く、営農条件の厳しい急傾斜農地の割合が高い傾向にある。

○ 高齢化等が進行する農村部では農業や集落機能を維持するためにも、取組面積の維持・拡大を図る必要があ
る。

② 中山間地域等直接支払制度の推進

資料：農林水産省農村振興局調べ
注： 本制度は平成12（2000）年から開始され、５年間の対策期間として令和２（2020）年から第５期対策

を開始。

取組面積地目別シェア（令和４（2022）年）中山間地域等直接支払（第５期対策）取組面積の推移（中国四国）

取組面積傾斜等基準別シェア（令和４（2022）年）
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資料：農林水産省農村振興局調べ

Ｂ B／A
平成27年

（2015）

28

（2016）

29

（2017）

30

（2018）

令和元年

（2019）

令和2年

(2020)

令和3年

（2021）①

令和4年

(2022)②

増減

②-①

対前年

②/①

全　　国 1,038 998 96.1% 653,815 660,728 662,583 664,315 665,394 638,911 596,514 602,091 5,577 100.9%

都 府 県 938 900 95.9% 332,564 338,390 341,367 342,991 344,338 326,296 330,520 333,262 2,742 100.8%

中国四国 178 171 96.1% 87,409 88,707 89,964 90,332 90,510 84,346 85,382 85,960 578 100.7%

中  　 国 96 94 97.9% 64,268 65,237 65,865 66,259 66,385 62,442 63,310 63,806 496 100.8%

鳥 取 県 17 17 100.0% 7,728 7,810 7,871 7,952 7,972 7,595 7,705 7,845 140 101.8%

島 根 県 19 17 89.5% 12,597 12,815 12,928 12,986 13,023 11,981 12,058 12,103 45 100.4%

岡 山 県 25 25 100.0% 11,773 11,948 12,086 12,172 12,195 11,546 11,722 11,844 122 101.0%

広 島 県 18 18 100.0% 20,563 20,838 21,058 21,138 21,160 20,139 20,268 20,360 92 100.5%

山 口 県 17 17 100.0% 11,607 11,827 11,921 12,011 12,035 11,181 11,557 11,654 97 100.8%

四 　  国 82 77 93.9% 23,141 23,470 24,099 24,073 24,125 21,904 22,071 22,153 82 100.4%

徳 島 県 17 17 100.0% 2,887 2,890 2,885 2,875 2,866 2,503 2,516 2,499 △ 17 99.3%

香 川 県 13 12 92.3% 2,582 2,604 2,615 2,620 2,631 2,389 2,469 2,521 52 102.1%

愛 媛 県 18 17 94.4% 11,857 11,936 11,958 11,819 11,814 10,598 10,627 10,628 1 100.0%

高 知 県 34 31 91.2% 5,815 6,040 6,641 6,759 6,815 6,414 6,459 6,505 46 100.7%

県名等

促進計画作

成市町村数

Ａ

交付市町村数
第5期対策の取組面積(令和2年度(2020年)～令和4年度(2022年))

4期対策の取組面積(平成27年(2015年)～令和元年(2019年))

（単位：ha）



（単位：ha）

順位 都道府県 面　積 シエア

1 愛媛県 2,738 18.3%

2 和歌山県 2,180 14.6%

3 新潟県 1,167 7.8%

4 高知県 1,115 7.4%

4 島根県 1,049 7.0%

6 宮崎 939 6.3%

6,295 42.1%

14,969 100.0%

中国四国

全国

○ 第５期対策で拡充された集落協定広域化加算を活用し、集落協定の広域化を進めている。中国四国地域で
全国の約４割を占める100集落協定が実施されている。

○ また、営農条件が特に厳しい農地(田1/10以上、畑20度以上）に対する超急傾斜農地保全管理加算では、
急傾斜の樹園地が多い愛媛県（全国１位）や棚田の多い高知県(全国４位)、島根県（全国５位）など、全
国の４割を占め、地域の特性に応じた取組を支援している。

○ その他加算措置についても、中国四国地域で積極的に活用している。

農業や集落を将来にわたって維持するため、集落協定に取組む地域の拡大、集落戦略の作成、新たに拡充さ
れた制度の普及活動、農業生産活動の継続を支援している。

超急傾斜農地保全管理加算取組状況

資料：農村振興局調べ
（令和４（2022）年実績）

資料：農村振興局調べ
（令和４（2022）年実績）
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協定数 面積 協定数 面積 協定数 面積 協定数 面積 協定数 面積

9               131           6               32             5               973           13             9,145         63             12,119       

17             466           55             413           32             1,754         106           3,810         194           7,701         

48             489           91             484           11             732           22             471           34             1,171         

94             2,665         136           1,387         33             2,263         79             2,558         172           4,679         

10             167           40             173           12             220           11             349           41             1,085         

19             233           207           2,972         14             312           58             1,282         90             1,915         

57             908           857           6,295         100           4,096         177           4,669         557           13,119       

95             1,627         451           3,204         22             626           47             1,066         450           7,914         

-               -               1               8               -               -               -               -               -               -               

340           6,555         1,838         14,938       224           10,003       500           14,207       1,538         37,583       

349           6,686         1,844         14,969       229           10,975       513           23,352       1,601         49,702       全国計

都府県

沖縄県

九　州

中国四国

各加算の取組状況 （単位：件数、ha）

近　畿

東　海

北　陸

関　東

集落協定広域化加算超急傾斜農地保全加算 集落機能強化加算 生産性向上加算

北海道

ブロック

東　北

棚田地域振興活動加算



㊽ 本山町 土佐・本山天空の棚田群
㊾ 土佐町 高須棚田
㊿ 梼原町 神在居の千枚田
51 津野町 貝ノ川棚田

高知県(4)

○ 日本の棚田の多くは、国民への食料供給にとどまらず、国土の保全、良好な景観の形成、伝統文
化の継承等の大きな役割を担っている。農林水産省では、棚田地域の活性化や棚田の有する多面的
な機能に対するより一層の理解促進を目的として、令和４（2022）年３月25日に優良な271棚田
（うち管内51棚田）を「つなぐ棚田遺産～ふるさとの誇りを未来へ～」に認定した。

（４）中山間地域等の活性化
① 棚田の振興

① 鳥取市 京ヶ原棚田
② 岩美町 横尾棚田
③ 若桜町 つく米棚田

鳥取県(3)
④ 浜田市 室谷の棚田
⑤ 浜田市 都川棚田群
⑥ 益田市 中垣内
⑦ 大田市 佐津目子ご美の里
⑧ 大田市 西田ﾖｽﾞｸの里
⑨ 雲南市 山王寺本郷
⑩ 奥出雲町 追谷
⑪ 奥出雲町 大原新田
⑫ 奥出雲町 いわけ
⑬ 邑南町 上田・平佐棚田
⑭ 吉賀町 大井谷の棚田

島根県(11)

㉖ 下関市 高野の棚田
㉗　山口市 吉敷畑地区の棚田
㉘ 長門市 東後畑の棚田
㉙ 長門市 本郷の棚田
㉚ 周南市 大道理鹿野地の棚田
㉛ 周南市 中須の棚田
㉜ 田布施町 石ノ口の棚田
㉝ 阿武町 木与の棚田

山口県(8)

⑮ 真庭市 社棚田
⑯ 美作市 美作市上山の千枚田
⑰ 和気町 田土の棚田
⑱ 久米南町 上籾棚田
⑲ 久米南町 北庄棚田
⑳ 美咲町 大垪和西の棚田
㉑ 美咲町 小山の棚田

岡山県(7)

㊴ 観音寺市 五郷の棚田
㊵ 土庄町 唐櫃の棚田
㊶ 小豆島町 中山千枚田
㊷ 三木町 小蓑の棚田

香川県(4)

㉞ 上勝町 市宇の棚田
㉟ 上勝町 田野々の棚田
㊱ 上勝町 八重地の棚田
㊲ 上勝町 樫原の棚田
㊳ 上勝町 府殿の棚田

徳島県(5)

㊸ 西条市 千町の棚田
㊹ 大洲市 樫谷棚田
㊺ 東温市 井内の棚田
㊻ 東温市 雨滝音田の棚田
㊼ 松野町 奥内の棚田

愛媛県(5)

㉒ 庄原市 比和三河内の棚田
㉓ 安芸太田町寺領・月の子の棚田
㉔ 安芸太田町津浪の棚田
㉕ 安芸太田町井仁の棚田

広島県(4)

○ 棚田地域振興法に基づき、指定棚田地域の指定、指定棚田地域振興活動計画の認定の取組を推進
中である。

○ 地域協議会による棚田を核とした地域振興の取組を関係府省庁横断で総合的に支援している。
60



○ 農産物の生産拡大や加工・販売による高付加価値化等を通じた地域の所得確保と農業の維持・

発展を図り、中山間地域の特色をいかした営農の確立を推進する。

○ 中国四国地域の中山間地域（P.３参照）については、農地や水利施設等の生産基盤の保全・再編利

用に取り組む地域を対象に、①農業生産基盤整備と②農村振興環境整備を一体的に実施する中山間地

域農業農村総合整備事業を推進している。

中山間地域農業農村総合整備事業イメージ
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② 中山間地域の振興



農業集落排水施設整備事業イメージ
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③ 農業集落排水施設の整備

○ 農村地域の生活に不可欠なサービスが持続的・効率的に提供できるよう、農業集落排水施設

を含む農村インフラの再編・強靱化対策等を支援する「農村整備事業」を令和３年度に創設した。

○ 農村整備事業（農業集落排水施設整備事業）では、農業集落排水施設のうち、大規模施設や

被災リスクのある施設の強靱化、維持管理の効率化等に資する施設の高度化や、国内資源である

農業集落排水汚泥の農地還元を推進するために必要な調査・調整、技術的検討及び計画策定を支

援している。

○ 農業集落排水施設の再編・強靱化、高度化など、農村に人が安心して住み続けられる条件の整

備を推進するため、老朽化や災害に対応する耐災害性強化、施設管理の省力化、維持管理コスト

縮減、汚泥の循環利用（農地還元）を実施していく。

＜強靱化型＞
最適整備構想等に基づく、耐震、浸水、停電対策、
管理システム整備等の施設の改築又は撤去。

施設の再編

＜高度化型＞
維持管理の効率化・適正化に向けた新技術導入に
取り組む施設の整備、改築又は撤去。

＜調査計画策定＞
施設整備に必要な事業計画の策定。

汚泥の循環利用

メタン発酵装置の整備 コンポスト装置の整備



1．食料及び生計の保障 2．農業生物多様性
3．地域の伝統的な

 知識システム

    4．文化、価値観及び

       社会組織

5．ランドスケープ及び

　　シースケープの特徴
6．変化に対する強靱性 7．多様な主体の参画 8．６次産業化の推進

　申請する農林水産業シス

テムは、地域コミュニティ

の食料及び生計の保障に貢

献するものであること。

　申請する農林水産業シス

テムは、食料及び農業(林

業、水産業を含む）にとっ

て世界（我が国）において

重要な生物多様性及び遺伝

資源が豊富であること。

　地域の伝統的な知識システ

ムが、「地域の貴重で伝統的

な知識及び慣習」、「独創的

な適応技術」及び「生物相、

土地、水等の農林水産業を支

える天然資源の管理システ

ム」を維持していること。

　申請する農林水産業シス

テムには、地域を特徴付け

る文化的アイデンティ

ティ、風土、資源管理や食

料生産に関連した社会組織

が存在すること。

　長年にわたる人間と自然

との相互作用によって発達

してきたランドスケープや

シースケープを有するこ

と。

　農林水産業システムを保

全し確実に継承していくた

め、災害等に対する高いレ

ジリエンス（強靱性）を保

持していること。

　地域住民のみならず多様

な主体の参画による新たな

仕組みにより農林水産業シ

ステムを継承しているこ

と。

　地域ぐるみの６次産業化

等の推進により、地域を活

性化させ、農林水産業シス

テムの保全を図っているこ

と。

④ 世界農業遺産、日本農業遺産

世界農業遺産認定地域（令和５（2023）年７月現在）
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日本農業遺産認定地域（令和５（2023）年１月現在）

○ 農業遺産認定制度は、社会や環境に適応しながら何世代にもわたり継承されてきた独自性のある伝統的
な農林水産業と、それに密接に関わって育まれてきた文化、景観、生物多様性などを一体として、次世代
に継承すべき世界的または国内の重要な地域を認定する制度である。

○ 世界農業遺産は、国連食糧農業機関（ＦＡＯ）が平成14（2002）年に開始し、現在世界の24か国78地域
が認定されており、そのうち日本では15地域が認定を受けた。

○ 一方、日本でも将来に受け継がれるべき伝統的な農林水産業システムを発掘し、その価値を評価するた
め平成28（2016）年に農林水産省が日本農業遺産制度を創設｡現在､24地域が認定を受けている。

【申請地域の特徴を評価する認定基準】
世界農業遺産の認定基準は１～５、日本農業遺産の認定基準は１～８で、すべての基準を満たす必要がある。



「にし阿波の傾斜地農耕システム」

中国四国地域では、現在３地域が世界農業遺産、日本農業遺産の認定を受けている。

奥出雲地域（島根県）日本農業遺産 世界農業遺産・日本農業遺産

にし阿波地域（徳島県）

中国四国地域の農業遺産認定地域

日本農業遺産

南予地域（愛媛県）

条件厳しい山間地で、段々畑

のような水平面を形成せず、敷
き草（カヤ）をすき込み土の流
出を最小限に抑え、傾斜地のま
ま農耕し雑穀や伝統野菜、山菜、
果樹が栽培されている。

漁業で移り住んだ先人

達がリアス式海岸の厳し
い立地に開拓した広大な
段畑は、太陽と海の恵み
を受けて、国内有数の柑
橘生産地帯への成長。優
れたランドスケープが継
承されている。

たたら製鉄の時代から砂鉄採掘跡地に計

画的に農地を生み出し、砂鉄採取のために
整備した水利、森林資源保全のシステム等
を活かした農業が今も継承されている。

山間傾斜地で続けてきた「小さな農業」が世

界農業遺産になった。認定後、カヤを使った環境に優しい農法

で栽培された農産物に注目が集まり、現在は、カフェへの食材

供給、ECサイトでの全国販売、教育旅行の受入も行っている。

農業遺産の認定は田口農園の農業経営を豊かにしてくれた。

世界農業遺産徳島県にし阿波地域

野菜生産者 田口農園代表
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「愛媛・南予の柑橘農業システム」

「たたら製鉄に由来する奥出雲の資源循環型農業」


